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１ 環境管理に伴う調査・測定・化学分析        

２ ダイオキシン類に係る濃度計量証明 

３ ビル管理に伴う水質検査･空気環境測定   

４ 水道法第 20 条に基づく水質検査 

５ 土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査 

６ 労働衛生管理に伴う作業環境測定 

７ トータルサニテーション管理 

８ 委託試験・研究・開発 

 
  国土交通省は、河川管理者向けの河川・湖沼の①「ダイオキシン類常時監視マニュアル」案と②「底 

質ダイオキシン類対策マニュアル」案を 6 月 11 日までにまとめました。 

 一級水系直轄区間に関するダイオキシン類の監視・対策はこれらに沿って行われるとともに、都道府 

県にも参考として周知した。 

① では、河川等において常時監視するにあたり、（1）監視地点及び監視頻度の考え方、（2）精度 

管理の方法などについてまとめたものです。 

② は環境基準を超過するダイオキシン類が検出された場合に、（1）改善対策を行う汚染底質量の

確定方法、（2）対策手法・工法の選定についての考え方、（3）対策を実施する際の工事影響防止策、 

（4）対策実施後の監視のあり方についてまとめたものです。 

 国土交通省では今後の対応として、この常時監視マニュアルに沿って、全国約 500 地点で平成 15 年 

秋期より調査開始し、底質対策マニュアルにおいては、平成 15 年度から実施する工事から適用する方針 

です。 

  

資料：２００３年６月１２日付 国土交通省 環境ニュース   

                                  クロマト研究課 田沼 祐樹 
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